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〔
省

令
〕

〇
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
一
五
五
）

J

〇
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
国
土
交
通
一
〇
六
）

〔
訓

令
〕

〇
領
事
官
の
管
轄
区
域
を
定
め
る
訓
令
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
（
外
務
一
六
）

K

〔
告

示
〕

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
公
表
す
る
件
（
総
務
五
七
一
）

K

〇
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
四
七
六
）

J
O

〇
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
新
規
化
学
物
質
の
名

称
を
公
表
す
る
件
（
同
四
七
七
）

K
I

〇
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
並
び

に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支

援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
自
立

支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円

滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な

指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
四
七
八
）

K
R

〔
国
会
事
項
〕

L
J

〔
資

料
〕

四
半
期
別
Ｇ
Ｄ
Ｐ
速
報
（
二
次
速
報
）（
二
千

十
一
（
平
成
二
十
三
）
年
七
〜
九
月
期
）

（
内
閣
府
）

L
O

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

L
Q

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
独
立
行
政
法
人
都

市
再
生
機
構
、
住
宅
型
式
性
能
認
定
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
公
示
送
達
関
係

Q
I

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

Q
J

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

Q
K

˜
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第
二
の
一
の
２
の
`

中
「
平
成
二
十
三
年
度
中
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
中
」
に
、「
、
第
一
期
計
画
時
点
」
を

「
、
平
成
十
七
年
度
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
第
一
期
計
画
時
点
の
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
末
に
お
け
る
」

に
、「
、
二
割
」
を
「
二
割
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
い
て
、」を
「
平
成
二
十
六
年
度
末
に
お
け
る
」
に
、「
三
割

は
」
を
「
三
割
以
上
の
者
が
」
に
改
め
、「
目
指
す
。」の
下
に
「
な
お
、
利
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
継
続
入
所
者
の
数
を

除
い
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。」を
加
え
、「
関
係
機
関
等
」
を
「
関
係
機
関
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
の
」
を
「
平
成

二
十
六
年
度
の
」
に
、「
、
離
職
者
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
促
す
よ
う
な
支
援
」
を
「
離
職
者
」
に
、「「
工
賃
倍
増
五
か
年

計
画
」（
平
成
十
九
年
七
月
六
日
付
け
障
発
第
〇
七
〇
六
〇
〇
四
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通

知
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
計
画
を
い
う
。）」
を
「
工
賃
の
向
上
に
関
す
る
計
画
」
に
改
め
、「（
法
第
八
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
障
害
者
の
雇
用
の

確
保
に
つ
い
て
、「
重
点
施
策
実
施
五
か
年
計
画
」（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
障
害
者
施
策
推
進
本
部
決
定
）
に
お

い
て
、「
国
は
、
公
共
調
達
に
お
け
る
競
争
性
及
び
公
共
性
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
、
福
祉
施
設
等
の
受
注
機
会
の
増
大

に
努
め
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
改
正
に
よ
り
、

随
意
契
約
が
可
能
な
場
合
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
障
害
者
支
援
施
設
等
か
ら
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
追
加

し
た
こ
と
」
を「「
障
害
者
制
度
改
革
の
推
進
の
た
め
の
基
本
的
な
方
向
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
閣

議
決
定
）
に
お
い
て
、「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
物
品
、
役
務
等
の
調
達
に
関
し
、
適
正
で
効
率
的
な
調
達
の

実
施
と
い
う
現
行
制
度
の
考
え
方
の
下
で
、
障
害
者
就
労
施
設
等
に
対
す
る
発
注
拡
大
に
努
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
」

に
改
め
、
同
一
の
３
の
^

中
「
法
第
八
十
八
条
第
六
項
及
び
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
障
害
者
基
本
法
第
三

十
四
条
に
基
づ
く
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
」
を
「
法
第
八
十
八
条
第
七
項
及
び
第
八
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
及
び
相
談
支
援
並
び
に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
自
立
支
援
給

付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

前
文
中
「
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
及
び
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都

道
府
県
障
害
福
祉
計
画
」
を
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
、「
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。」の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施

策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）が
成
立
し
、
利
用
者
負
担
の
見
直
し
や
相
談
支
援
の
充

実
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

前
文
中
「
福
祉
施
設
が
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
を
完
了
す
る
平
成
二
十
三
年
度
末
に
向
け
て
数
値
目
標
を

設
定
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
」
を
「
法
の
施
行
及

び
整
備
法
に
よ
る
法
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
障
害
者
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
等
に
係
る

平
成
二
十
六
年
度
末
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
第
三
期

障
害
福
祉
計
画
」
に
改
め
る
。

第
一
の
一
中
「
都
道
府
県
は
」
の
下
に
「
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権

を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
」
を
加
え
、
同
一
の
１
中
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
理
念
の
下
、
障
害
の
種
別
、
程
度
を
問
わ
ず
、
障
害
者
等
が
自
ら
そ
の
居
住
す
る
場
所
を
選
択
し
、
そ
の
」
を
「
障

害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実

現
す
る
た
め
、
障
害
者
等
が
」
に
改
め
、「
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
の
下
に
「
及
び
相
談
支
援
並
び
に
市
町
村
及
び
都

道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
加
え
、
同
一
の
２
及
び
第
一
の
二
の
１
中
「
立
ち
後
れ
て
い
る
精
神
障
害
者
等
に

対
す
る
」
を
削
り
、
同
二
の
２
中
「
い
わ
ゆ
る
小
規
模
作
業
所
の
利
用
者
の
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
へ
の
移
行
等
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、」及
び
「
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
を
削
り
、
第
一
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

相
談
支
援
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

障
害
者
等
、
と
り
わ
け
重
度
の
障
害
者
等
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め

に
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
支
え
る
相

談
支
援
体
制
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。
整
備
法
に
よ
る
法
の
改
正
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
作
成
の
対

象
者
の
大
幅
な
拡
大
が
あ
っ
た
こ
と
や
地
域
相
談
支
援
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
相
談
支
援
の
担
い
手
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
（
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）を
市
町
村
に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
障
害
者
等
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
障
害
者
等
の
福
祉
、

医
療
、
教
育
又
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
自
立
支
援
協
議
会
（
以
下
「
自
立
支
援
協
議
会
」
と
い
う
。）を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
位

置
付
け
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
自
立
支
援
協
議
会
は
、
関
係
機
関
等
が
相
互
に
連
絡
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
障
害
者

等
へ
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

障
害
児
支
援
に
お
い
て
は
、
障
害
児
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
適
切
な
相
談
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
一
つ
の
支
援
機
関
だ
け
が
ニ
ー
ズ
を
抱
え
込
ま
な
い
よ
う
に
、
関
係
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
在
り
方
、
地

域
支
援
体
制
の
中
核
と
な
る
相
談
支
援
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

第
二
の
一
の
１
の
^

中
「
を
適
切
に
把
握
す
る
」
を
「
の
把
握
に
努
め
る
」
に
、「
講
ず
る
」
を
「
講
ず
る
よ
う
努
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
１
の
_

中
「
作
成
に
当
た
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
す

る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
同
一
の
２
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、
同
２
中

「
こ
れ
ら
の
課
題
に
関
し
、
福
祉
施
設
が
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
を
完
了
す
る
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平

成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
適
当
で
あ
る
。」の
下
に
「
ま
た
、
数
値
目
標
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
更
に
推

進
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
第
一
期
障
害
福
祉
計
画
及
び
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
の
実
績
並
び
に
地
域
の
実
情
を
踏
ま

え
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。」を
加
え
、
同
２
の
^

中
「
第
一
期
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
時
点
（
以
下
「
第
一

期
計
画
時
点
」
と
い
う
。）」
を
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
時
点
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
末
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度

末
」
に
、「
第
一
期
計
画
時
点
の
」
を
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
時
点
の
」
に
、「
一
割
」
を
「
三
割
」
に
、「
七
％
」を「
一

割
」
に
、「
基
本
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
を
「
基
本
と
す
る
」
に
改

め
、「
必
要
が
あ
る
。」の
下
に
「
ま
た
、
整
備
法
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
（
以
下
「
旧
指
定
施
設
等
」
と
い
う
。）に
入
所
し
て
い
た
者
（
十
八
歳
以
上
の

者
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
指
定
を
受
け
た
当
該
旧

指
定
施
設
等
に
引
き
続
き
入
所
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
継
続
入
所
者
」
と
い
う
。）の
数
を
除
い
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。」を
加
え
、
同
２
の
_

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

_

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

精
神
科
病
院
か
ら
の
退
院
、
地
域
移
行
を
促
進
し
、
社
会
的
入
院
の
解
消
を
更
に
進
め
て
い
く
た
め
、
都

道
府
県
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
退
院
に
関
す
る
目

標
値
と
し
て
、
一
年
未
満
入
院
者
の
平
均
退
院
率
（
あ
る
月
か
ら
連
続
し
た
十
二
月
の
各
月
ご
と
に
、
当
該

あ
る
月
に
入
院
し
た
者
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
月
ま
で
に
退
院
し
た
者
の
総
数
を
当
該
あ
る
月
に
入
院
し

た
者
の
数
で
除
し
た
数
を
算
出
し
、
そ
の
合
計
を
十
二
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
目
標
値
及

び
高
齢
長
期
退
院
者
数
（
退
院
者
の
う
ち
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
五
年
以
上
入
院
し
て
い
た
者
の
数

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
関
す
る
目
標
値
を
設
定
す
る
。

目
標
値
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
一
年
未
満
入
院
者
の
平
均
退
院
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
に

お
け
る
一
年
未
満
入
院
者
の
平
均
退
院
率
を
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
の
調
査
時
点
か
ら
七
パ
ー
セ
ン
ト
相

当
分
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
指
標
と
す
る
。
ま
た
、
高
齢
長
期
退
院
者
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
に

お
け
る
高
齢
長
期
退
院
者
数
を
直
近
の
数
か
ら
二
割
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
指
標
と
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
併
せ
、
医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
け
る
基
準
病
床
数
の
見
直
し
を
進
め
る
。

™ 
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は
、
自
立
支
援
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
第
八
十
八
条
第
八
項
及
び
第
八
十
九

条
第
七
項
に
お
い
て
は
、
障
害
者
基
本
法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
合
議
制
の
機
関
」
に
、「
同
協
議
会
」
を

「
当
該
機
関
」
に
改
め
、
同
一
の
４
中
「
的
確
に
把
握
す
る
」
を
「
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
」
に
、「
ニ
ー
ズ
調
査
」
を

「
ニ
ー
ズ
調
査
等
」
に
改
め
、
同
一
の
５
を
削
り
、
同
一
の
６
中
「
又
は
指
定
相
談
支
援
（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
、
指
定
地
域
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
地
域
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
６
を
同
一
の
５
と
し
、
同
一
の
７
中「
講
ず
る
」

を
「
講
ず
る
よ
う
努
め
る
」
に
改
め
、
同
７
を
同
一
の
６
と
し
、
同
６
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

地
域
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
同
年
四
月
一
日
以
降
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
手
段
に
よ
り
で
き
る
限
り
地
域
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
二
の
三
中
「
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
別
表
第
四
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。」を
「
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
事
項

と
し
、
こ
の
う
ち
同
表
四
の
項
中
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画

相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項
及
び
同
表
六
の
項
に
掲
げ
る
事
項
は
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
と
し
、
同
表
四
の
項
中
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計

画
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
並
び
に
同
表
七
の
項
及
び
八
の
項

に
掲
げ
る
事
項
は
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
す
る
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
点
を
考
慮
し
て
作
成
を

進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。」に
改
め
、
同
三
の
１
中
「
又
は
指
定
相
談
支
援
」
を
「
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指

定
計
画
相
談
支
援
」
に
改
め
、
同
１
の
^

中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
調
整
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。」の
下
に
「
ま
た
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）
及
び

施
設
入
所
支
援
の
必
要
な
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、継
続
入
所
者
の
数
を
除
い
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。」を
加
え
、

第
二
の
一
の
８
中
「
医
療
計
画
」
の
下
に
「
、
介
護
保
険
事
業
計
画
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道

府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
い
う
。）」
を
加
え
、「
ま
た
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
基
本
構
想
に
即
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」を
削
り
、
同
８

を
同
一
の
７
と
し
、
第
二
の
二
中
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の

別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。」を
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項
は
別
表
第
二
に

掲
げ
る
事
項
と
し
、
こ
の
う
ち
同
表
三
の
項
中
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又

は
指
定
計
画
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項
は
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
、

同
表
三
の
項
中
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
の
種
類

ご
と
の
必
要
な
見
込
み
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
及
び
同
表
四
の
項
に
掲
げ
る
事
項
は
定
め
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
す
る
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
点
を
考
慮
し
て
作
成
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。」に

改
め
、
同
二
の
１
中
「
又
は
指
定
相
談
支
援
」
を
「
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
」
に
改
め
、
同

１
の
^

中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
、
事
業
者
の
新
体
系
へ
の
移
行
希
望
」を
削
り
、

「
適
当
で
あ
る
。」の
下
に
「
ま
た
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）
及
び
施

設
入
所
支
援
の
必
要
な
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
継
続
入
所
者
の
数
を
除
い
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。」を
加
え
、

同
１
の
_

中
「
、
指
定
相
談
支
援
」
を
「
指
定
計
画
相
談
支
援
」
に
改
め
、「
や
相
談
支
援
」
を
削
り
、「
必
要
で
あ
る
。」

の
下
に
「
さ
ら
に
障
害
者
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
介
護
者
が
病
気
等
に
な
っ
た
時
等
に
対
応

で
き
る
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
医
療
機
関
が
実
施
す
る
短
期
入
所
事
業
所

を
含
め
た
指
定
短
期
入
所
事
業
所
の
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。」を
加
え
、
同
１
の
`

中「
退
院
可
能
精
神
障
害
者
」

を
「
入
院
中
の
精
神
障
害
者
」
に
改
め
、「
第
二
の
」
を
削
り
、
同
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

留
意
事
項

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
二
の
二
の
１
及
び
２
に
掲
げ

る
事
項
そ
の
他
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
。

第
二
の
四
の
１
中
「
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
第
三
期
障

害
福
祉
計
画
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
」
に
、「
平
成
二
十
年
度
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
」

に
、「
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
期
間
中
に
法
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、

策
定
さ
れ
た
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
」
を
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

市
町
村
及
び
都
道
府
県
（
以
下
「
被
災
市
町
村
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
た
め
の
十
分

な
体
制
の
整
備
及
び
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
向
け
た
準
備
作
業
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
被
災
市
町
村
等
の
実

情
に
応
じ
て
弾
力
的
な
取
扱
い
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
」
に
改
め
、
同
四
の
２
中
「
な
お
、
第
三
期

障
害
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
中
に
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て

作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。」を
削
り
、
同
四
の
４
中
「
作
成
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
二
の
１
の
^

に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
」
を
加
え
、「
聴
く
こ
と
と
す
る
」
を
「
聴
く
こ
と
と
し
、
併
せ
て
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
都
道
府

県
と
市
町
村
が
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
都
道
府
県
と
調
整
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
」
に
改
め
、
同

四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

障
害
児
支
援
の
た
め
の
計
画
的
な
基
盤
整
備

整
備
法
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
、
障
害
児
支
援
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
及

び
市
町
村
は
、
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
併
せ
て
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
、

指
定
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
の
整
備
方
針
等
障
害
児
支
援
に
係
る
方
針
を
策
定

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
現
在
の
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
末
に
お
け
る
」に
、「
、
二
割
」

を
「
二
割
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」

に
改
め
、
同
表
三
か
ら
五
ま
で
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、同
表
六
の
項
中「
平

成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
特
色
等
」
の
下
に
「
を
定
め
る
こ
と
。」を
加
え
、
同
表
二
の
項
中
「
及
び
退
院
可
能
精
神

障
害
者
」
を
削
り
、「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
立
ち
後
れ
て
い
る
精
神
障
害
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」
を
「
新
た
に
創
設
さ
れ
た
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は

指
定
計
画
相
談
支
援
等
の
確
保
」
に
改
め
、
同
１
の
`

中
「
退
院
可
能
精
神
障
害
者
」
を
「
入
院
中
の
精
神
障
害
者
」

に
、「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、
同
１
の
a

を
削
り
、
同
三
の
２
中「
平
成
二
十
三
年
度
」

を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
適
当
で
あ
る
。」の
下
に
「
な
お
、
必
要
入
所
定
員
総
数
に
つ
い
て
は
、
継
続
入
所

者
の
数
を
除
い
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。」を
加
え
、
同
三
の
３
中
「
及
び
指
定
相
談
支
援
」
を
「
、
指
定
地
域
相
談

支
援
及
び
指
定
計
画
相
談
支
援
」
に
、「
、
指
定
相
談
支
援
」
を
「
、
指
定
地
域
相
談
支
援
、
指
定
計
画
相
談
支
援
」に
、

「
地
域
自
立
支
援
協
議
会
等
」
を
「
自
立
支
援
協
議
会
等
」
に
改
め
、
同
３
の
^

中
「
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
喀
痰

か
く
た
ん

吸
引
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の

育
成
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
の
三
の
３
の
`

中
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
を
「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る

支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
障
害
者
虐
待
防
止
法
」
と
い
う
。）の
施
行
も
踏

ま
え
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
に
、「
講
じ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
に
、「
、
地
域
自
立
支
援
協
議
会
」
を
「
、
自
立
支
援
協
議
会
」
に
改
め
、「
活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
」
の
下
に

「
、
都
道
府
県
障
害
者
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
虐
待
防
止
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
都
道
府
県
障
害
者
権
利
擁

護
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）、
市
町
村
障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
虐
待
防
止
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
市
町
村

障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）を
中
心
と
し
て
」
を
加
え
、「
住
民
」
を
「
住
民
等
」
に
、「
ど
の
よ
う
な
対
応
を

行
う
の
か
関
係
者
の
合
意
に
よ
る
対
応
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
例
え
ば
、
そ
の
た

め
に
地
域
自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
」
を
「
、
市
町
村
障
害
者
虐
待
対
応
協
力
者
（
障
害
者

虐
待
防
止
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
者
虐
待
対
応
協
力
者
を
い
う
。）と
協
議
の
上
、
速
や
か
に
障
害

者
の
安
全
の
確
認
や
虐
待
の
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」に
改
め
、

同
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

留
意
事
項

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
二
の
三
の
１
か
ら
４
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
別
表
第
四
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
。
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三

各
年
度
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指

定
地
域
相
談
支
援
又
は
指

定
計
画
相
談
支
援
の
種
類

ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込

み
及
び
そ
の
見
込
量
の
確

保
の
た
め
の
方
策

{

別
表
第
三
を
参
考
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る

市
町
村
ご
と
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定

計
画
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
必
要
な
量
の
見

込
み
を
定
め
る
こ
と
。

|

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支

援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
こ
と
。

}

圏
域
単
位
を
標
準
と
し
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
通
し
及
び
計
画

的
な
基
盤
整
備
の
方
策
を
定
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
、
障
害
者
等
の
ニ
ー
ズ
、
入
院
中
の
精
神
障
害

者
の
う
ち
地
域
生
活
へ
の
移
行
後
に
居
宅
介
護
等
の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
者
の

数
、
平
均
的
な
一
人
当
た
り
利
用
量
等
を
勘
案
し
て
、
利
用
者
数
及
び
量
の
見

込
み
を
定
め
る
。

同
行
援
護
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
加
え
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一

日
以
前
の
地
域
生
活
支
援
事
業（
移
動
支
援
事
業
に
限
る
。）の
利
用
者
の
う
ち
、

重
度
の
視
覚
障
害
者
数
を
勘
案
し
て
、利
用
者
数
及
び
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。

四

相
談
支
援

計
画
相
談
支
援

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
相
談
支
援
の
利
用
者
数
等
を
勘
案
し
て
、
原

則
と
し
て
三
年
間
で
計
画
的
に
全
て
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
相
談
支

援
の
利
用
者
が
計
画
相
談
支
援
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
、
利
用
者
数
及
び

量
の
見
込
み
を
定
め
る
。

地
域
相
談
支
援
（
地
域
移

行
支
援
に
限
る
。）

施
設
入
所
者
の
数
、
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
数
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
者

数
等
を
勘
案
し
て
、
利
用
者
数
及
び
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。

な
お
、
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
又
は
入
院
前
の
居
住
地
を
有
す
る
市
町

村
が
、
対
象
者
数
及
び
量
を
見
込
む
こ
と
と
す
る
。

地
域
相
談
支
援
（
地
域
定

着
支
援
に
限
る
。）

居
宅
に
お
い
て
、
単
身
で
あ
る
障
害
者
の
数
、
同
居
し
て
い
る
家
族
に
よ
る

支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
障
害
者
の
数
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
者
数
等
を
勘
案
し

て
、
利
用
者
数
及
び
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。

平成™š年˜™月™�日 火曜日 (号外第™Ÿ™号)官 報

別
表
第
三
の
二
の
表
標
題
中
「
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
を
削
り
、
同
二
の
表
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
全
体
の
見
込

量
の
項
中
「
利
用
者
見
込
数
」
を
「
利
用
が
見
込
ま
れ
る
者
の
数
」
に
、「
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
」
を
「
入
院

中
の
精
神
障
害
者
の
う
ち
地
域
生
活
へ
の
移
行
後
に
」
に
改
め
、
同
二
の
表
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
及
び
就
労
移
行

支
援
の
項
中
「
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
」
を
「
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
う
ち
地
域
生
活
へ
の
移
行
後
に
」
に

改
め
、
同
二
の
表
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
末
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
末
」
に
改
め
、

同
二
の
表
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
項
を
削
り
、
別
表
第
三
の
三
の
表
共
同
生
活
援
助
共
同
生
活
介
護
の
項
中
「
退
院
可

能
精
神
障
害
者
の
う
ち
」
を
「
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
う
ち
地
域
生
活
へ
の
移
行
後
に
」
に
改
め
、
同
三
の
表
施
設

入
所
支
援
の
項
中
「
第
一
期
計
画
時
点
」
を
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
時
点
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
末
」
を
「
平
成

二
十
六
年
度
末
」
に
、「
七
％
」
を
「
一
割
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
四
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
一
の
項
中
「
特
色
等
」
の
下
に
「
を
定
め
る
こ
と
。」を
加
え
、
同
表
二
の
項
中
「
退
院
可
能
精
神
障
害

者
」
を
「
入
院
中
の
精
神
障
害
者
」
に
、「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、「
関
係
機
関
等
」
を
「
関

係
機
関
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
又
は
指
定
相
談
支
援
」
を「
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
」

に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、「
又
は
指
定
相
談
支
援
」
を
「
、
指
定

地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を「
平
成
二
十
六
年
度
」

に
改
め
る
。
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